
関東東海北陸農業試験研究推進会議運営要領

（趣旨） 

第１  中日本農業研究センターは、研究業務実施規程（２３規程第１２１号。

以下「規程」という。）第１１条の規定に基づき、研究業務の効率的な実

施及び産学官連携を通じた効果的な成果移転により研究業務の波及効果を高

める観点から、国、都県、大学、民間企業、関係団体又は関係する農研機構

の部門・研究センター（以下「関係機関」という。）の協力を得て、関東東

海北陸地域の農業に関する試験研究を対象とする関東東海北陸農業試験研究

推進会議（以下「推進会議」という。）を開催する。 

（招集） 

第２  推進会議の招集及び主宰は、中日本農業研究センター所長（以下「所長」

という。）が行う。 

（推進会議の構成） 

第３  推進会議の構成者は、別表１の農研機構欄、都県欄、農林水産省欄の区

分ごとに掲げる内部組織及び行政機関等（都県にあっては、当該都県の関係

部局及び試験研究機関並びに当該都県が設立する地方独立行政法人を含む。）

とする。 

（推進会議の運営） 

第４  推進会議には、次の各号の掲げる会議を設け、運営する。

一  本会議 

二 推進部会 

（本会議） 

第５  本会議では、次の各号に掲げる事項を検討する。 

一  関東東海北陸地域における研究戦略の検討、研究ニーズの把握、産学官

連携の推進、研究成果の普及・実用化の促進、人材育成を含む効率的研究推進

方策等の事項 

二 その他必要な事項 

２  本会議の構成者は、別表２に掲げる者のほか必要に応じ所長が指名する。 



（推進部会） 

第６ 推進部会（以下「部会」という。）は別表３に掲げるとおりとし、次の

各号に掲げる事項を検討する。 

一  農業研究及びその成果の普及・実用化推進要綱（平成１９年１０月３０

日付け１９農会第８５０号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」とい 

う。）第２の１に規定する国が重点的に研究開発を推進すべき技術的課題 

二  当該部会の関わる専門分野を対象とした研究戦略、産学連携の推進、研 

究成果の普及・実用化促進に関する検討

三  その他必要な事項 

２  部会は、要綱第４の１に規定する地域研究・普及連絡会議との連携を図り

つつ、毎年、適切な時期に開催する。 

３  部会長及び副部会長は、別表３により所長が指名する。部会長は、関係の

試験研究推進状況を総合的に把握し、その推進を図るための会議を企画・立

案し、その運営を行う。副部会長は部会長の任務を補佐する。 

４  部会の構成者は、別表４に掲げる者のほか必要に応じ部会長が指名する。 

５  部会は、他部会（他地域の部会を含める）との協調に基づき研究会等を合同

開催し、共通の課題検討を行うことができる。なお、他地域との合同開催につ

いては、関係する各地域農業研究センターの所長の了解を得るものとする。 

６  部会は、必要に応じ分科会を設けることができる。 

７  部会は、部会長の責任のもとに研究会等を開催することができる。 

（事務局） 

第７  推進会議の総合調整等に係る事務を行うため、事務局を研究推進部にお

く。 

附則 

この要領は平成１３年４月１日より施行する。

平成１５年１月３０日一部改正 

平成１６年１月２９日一部改正

平成１７年１月２７日一部改正 

平成１８年４月１日一部改正（１８中セ第０６０４０１４７号）

平成２０年４月１日一部改正（１９中セ第０８０３２１０３号）

平成２３年４月１日一部改正（２３中セ第１１０４０１８８号）

平成２８年５月１７日一部改正（２８中セ第０２１７００３号） 



平成３０年４月２４日一部改正（３０中セ第０１２４００２号）

平成３１年４月２３日一部改正（３１中セ第０１２３００６号）

令和２年１月１４日一部改正 

令和６年２月１６日一部改正

令和８年４月１日一部改正



別表 1  関東東海北陸農業試験研究推進会議の構成者 

農研機構 都県 農林水産省 

中日本農業研究センター 

果樹茶業研究部門 

野菜花き研究部門 

畜産研究部門 

動物衛生研究部門 

農村工学研究部門 

食品研究部門 

生物機能利用研究部門 

作物研究部門 

農業機械研究部門 

農業環境研究部門 

植物防疫研究部門 

基盤技術研究本部 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

千葉県 

東京都 

神奈川県

山梨県 

長野県 

静岡県 

岐阜県 

愛知県 

三重県 

新潟県 

富山県 

石川県 

福井県 

大臣官房政策課技術政策室

農林水産技術会議事務局 

農林水産省関東農政局 

農林水産省東海農政局

農林水産省北陸農政局 



別表２  本会議の構成員 

都県 都県場所長 

都県主務課長 

試験研究機関の企画調整責任者 

農林水産省 大臣官房政策課技術政策室担当官

農林水産技術会議事務局担当官 

関東農政局担当官、東海農政局担当官、北陸農政担当官 

農研機構 構成者となる各研究センター等の長及び企画部門の長 

中日本農業研究

センター

所長、研究推進部長、経営支援研究部長、大規模水田輪作研究

領域長、大規模水田輪作研究副領域長、野菜畑作研究領域

長、事業化推進室長、スマート農業コーディネーター、産学連

携コーディネーター、農業技術コミュニケーター、研究推進

室長

推進部会 部会長、副部会長 



別表３  部会構成及び部会長、副部会長 

部会名 部会長 副部会長 

経営部会 経営支援研究部長 

水田作畑作 大規模水田輪作研究領域長 

・作業技術部会 大規模水田輪作研究副領域長 

(農業機械研究部門) 

(作物研究部門） 

(植物防疫研究部門) 

畜産草地部会 (畜産研究部門) 

果樹部会 (果樹茶業研究部門) 

花き部会 (野菜花き研究部門) 

野菜部会 (野菜花き研究部門) 

茶業部会 (果樹茶業研究部門) 

土壌肥料部会 野菜畑作研究領域長 

病害虫部会 (植物防疫研究部門) (植物防疫研究部門) 

（注) （ ）内は農研機構内の他研究所から選任する。 

山内智史
ハイライト表示



別表４  推進部会(研究会を含む)の構成員 

農研機構 都県 農林水産省 その他の機関 

部会長 

副部会長 

スマート農業コー

ディネーター

産学連携コーデ 

ィネーター 

農業技術コミュ

ニケーター

部会に関係する

研究担当者 

部会に関係する

部門の責任者及

び研究担当者 

普及部門の関係

者 

農林水産技術会

議事務局担当官 

関東、東海、北陸

農政局担当官 

必要に応じ部会

長は招聘もしく

は参加を認可す

る事ができる。 

例：民間企業、大

学、行政の関係者

及び生産者(他地

域の機関、関係者

を含む) 


	（山内1-1）中農研推進会議要領_改正箇所（案）_260407
	（山内1-2）中農研推進会議要領（改定版）、研究業務実施規程、農業研究及びその成果の普及・実用化推進要綱
	56 関東東海北陸農業試験研究推進会議運営要領(060208)修正260406
	23規程121：研究業務実施規程
	農業研究及びその成果の普及・実用化推進要綱（R4一部改訂）　y4sankou_R04_HukyuJituyoukaYoukou_a




